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第 15期第 1回 長野市緑を豊かにする委員会 会議録 

 

開催日時 令和５年 12月 13日(水) 午前９時 30分から 

開催場所 長野市役所第二庁舎 10階 講堂 

委員出席者 委員 12名（欠席２名） 

傍聴者 報道機関 1 名 

事務局出席者 都市整備部長他公園緑地課職員７名 

公開・非公開 公開 

次第 会議次第 

１ 開会 

２ 委嘱書の交付 

３ 長野市あいさつ 

４ 委員紹介 

５ 正副委員長の選任 

６ 議事 

１） 長野市の緑化施策について 

２） 長野市こども“のびのび”ビジョン 

７ その他 

１） 令和 6 年度のながの花と緑大賞について 

８ 閉会 
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議 事 【要旨】 

１）長野市の緑化施策について 

資料に基づき、事務局説明 

 

（委員）保存樹木管理補助金について、樹木 1本、大木に対し

て年間 4,000 円、6,000 円（２本以上）、樹林 7,000 円は

少ないという印象です。こういう木をお持ちの方は大変苦

労している。補助金の金額を少し上げていただきたい。今

すぐは無理なので検討をお願いしたい。 

 

（事務局）市の来年度予算要求時期でありまして、財政担当者

にも委員会でのご意見を伝えたいと思います。 

 

（委員）街路樹について、良い所、悪い所と非常に目につくの

ですが、国道、県道、市道などの区分はあるのでしょうか。 

 

（事務局）はい、ございます。基本的には国道は国、県道は県

が管理しております。 

 

（委員）もう少しきれいにやってほしいと思うのは長野大通り

です。あれは県道だと思うのですが国ですか？ 

 

（事務局）長野大通りは市道でございます。 

 

（委員）失礼しました。中央通りは非常にきれいにされていて

大通りはけっこう放置されていることが多く、あれはきっ

と沿線の皆さんの働きでやっていらっしゃるであろうと

思うのですが。また冬になって枯れて雑草になると思うの

ですがそういうところが良くなればと思います。 

 

（事務局）貴重なご意見ありがとうございます。近年、大変暖

かくなってきておりまして開花の時期が早まっていて、市

民の皆さんから剪定の要望もいただいております。そうい

った状況を踏まえてより良い剪定ができるよう検討して

まいりたいと思います。 
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２）「長野市こども“のびのび”ビジョンについて」について 

  事務局より説明 

 

（委員）先日、テレビを見ていましたら大きな規模の公園だと 

思うのですが、飲食の設備もなく、本当にだた１日親子 

連れがゆっくり過ごせるような公園だったのですが、そこ 

にトイレとユニット型の小さな授乳ができたり、おむつ替 

えができたりするスペースと、おむつの持ち合わせが足り 

なくなった際の販売機が常備されていました。鍵がかかる 

作りになっていたので、遠隔で担当する方も常時必要で  

あり、利用時間も限られていますが、こういうものがあっ 

たらいいなと思いました。長野市のどこかの公園にもこう  

いった配備はあるのですか。 

 

（事務局）ユニット型というわけではないのですが、市内の公 

園の多目的トイレでおむつ替えのシートを設置している 

公園もあります。こども未来部のホームページで紹介をし 

ています。おむつの自動販売機はありませんが、ご提案い 

ただきましたことを検討していきたいと思います。 

    

 （委員）ユニット型は畳２畳分くらいの小さいものでしたが、

先ほど、飲食店の業者を選定する話がありましたが、専

門のメーカーと連携して大きな規模でなくていいので試

験的にやってみるのもいいのかなと思いました。ご検討

ください。 

 

 （事務局）貴重なご意見ありがとうございました。 

 

 （委員）犬の散歩の関係で、川中島古戦場は犬が汚れると聞

いているのですが、芝生になれば質の向上で良いと思い

ます。城山公園は、ふれあい広場から犬が散歩できるエ

リアに犬を連れて来る時、いったん車道に出ないと連れ

て来られないのではないか。美術館の側道を通って待合

プラザまではいいのですが、そこから先はどうやって来

ればいいのか。道が途切れているのではないか。 

 

 （事務局）城山公園に犬を散歩できる場所を設けることにあ

たっては、地元の方と話し合いを重ねていまして、やは

りマナーの問題もある中で、芝生に入れることはせず、
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また、園路も噴水を見ると犬が非常に興奮してしまうと

いうご意見もありましたので、まずは緑に塗ったところ

でやっていこうと協議して決まりました。車で来る方は

第１第２駐車場、もしくは第３駐車場に停めていただく

ことになります。動線としましては、東山魁夷館、県立

美術館の上の歩道を歩いてきてそのまま善光寺の方へ向

かって来て入ってもらうという形になります。善光寺東

庭園については善光寺側からは犬を連れて入っていい場

所となっていますので、実際、エントランス広場付近へ

犬が入っている状況も踏まえ、一体感ということからま

ずこの部分から始める、今後は様子を見ながら増やして

いくかどうか地元と話し合いをしていく予定です。 

 

その他 資料７に基づき、事務局より説明 

閉 会  

 


